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令和７年度事業計画

令和７年度の日本経済は、賃金の増加、企業の設備投資、減税を含む経済対策などにより、成長軌

道をたどると見られている。

しかし、零細なサービス業が主体の生衛業においては、業種により個々の状況は異なるものの、エ

ネルギー価格や原材料費の高騰による仕入れ価格の上昇及び価格転嫁の困難さ、また賃金アップへの

対応などの雇用問題や後継者確保など様々な経営課題への対応が引き続き求められている。

令和７年度は、このような状況を踏まえ、経営の健全化を通じてその衛生水準の向上を図り、あわせて

消費者及び利用者の利益の擁護に資するとともに、組合活動及び生衛業者を支援することなどを目的とし

て、次の事業を実施する。

なお、公益財団法人の事業は、関係法令や公益法人会計基準の改正(令和 6 年 12 月 20 日)等を踏まえ、

公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の３会計区分で実施していくものとする。

Ⅰ 公益目的事業会計

１ 生活衛生関係営業相談指導事業

⑴ 相談室運営事業

    経営指導員が指導センター内に開設する「相談室」に常駐し、融資等の相談に訪れる方に助言や

指導を行うとともに、必要に応じ経営特別相談員や中小企業診断士と連携し、経営・税務・衛生等

の相談にも対応する。

⑵ 地区生活衛生営業相談指導事業

    営業者からの相談に対応するため、経営指導員や経営特別相談員が個別に営業施設を巡回して助

言や指導を行う。また、保健所単位に移動相談会や講習会を開催するほか、個別又は懇談会形式に

よる相談指導等を実施する。

⑶ 生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業

   ① 経営特別相談員は、経営の安定を図るための施設改善融資を受けようとする者に対して助言や

指導を行う。

② 経営特別相談員研修会を開催し、生活衛生改善資金融資等の相談に必要な知識の習得を図る。

⑷ 相談支援連絡協議会の開催

    株式会社日本政策金融公庫関係者、１１組合関係者及び指導センター職員が一堂に会し、貸付制

度等に対する研修を行うとともに、意見交換を行い連携強化を図る。  

２ 情報化整備事業

      全国センターと都道府県センターとの生衛業情報ネットワークシステムを活用し、経営相談・指導

の充実を図る。また、生衛業に役立つ情報をホームページで提供する。

３ 後継者育成支援事業

  ① 行政や学校とも連携し、将来的な後継者の確保を目的として、若年層が生衛業の就業体験を行

うインターンシップの取組みを支援する。
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② 生衛組合と連携して協力店の確保を図るほか、ホームページを活用し学校へ適時の情報を提供

する。

  ③ 当該課題や事業方策を検討するため設置した後継者育成支援協議会を適時に開催する。

４ 健康・福祉対策推進等事業

⑴ 健康・福祉対策推進事業

    地域社会との共存や福祉の増進など社会的要請に応える形で生衛業の振興を図ることを目的とし、

新型インフルエンザなどの感染症拡大防止策について検討し、感染症の発生に対応できる体制を整

え、生衛業における衛生水準の向上を図るため、衛生講習会を開催する。

⑵ 生活衛生関係営業地域活性化連携事業

    各生衛組合が、業種を超えて連携し、地域が抱える課題解決に向けて種々の事業を展開し、もっ

てビジネスモデルの構築や地域の活性化に資するための国の補助事業である「地域活性化連携事業」

を実施する。

５ 消費者等コールセンター事業

   消費者から寄せられる苦情相談に対し、県・市町村の消費生活相談窓口と連携を図りながら、適切

に対応するとともに、収集した苦情処理事例について事例集を作成し関係機関に配付する。

   また、学識経験者や消費者団体代表、消費生活相談員、生衛組合関係者等による意見交換会を開催

し、苦情処理の在り方等について検討する。

６ 全国センター受託事業

⑴ 景気動向等調査事業

    日本政策金融公庫が生衛業者へ融資を行う際の資金需要や融資条件の決定等のため全国センター

に委託し、当センターが再委託を受けて一般消費者の生衛業利用動向や生衛業の経営状況の調査を

実施する。

⑵ 衛生水準の確保・向上事業

① 全国センターが国の補助を受けて生衛業者における組織基盤の強化や組合活動の活性化等に

関する諸活動を支援する事業について、全国センターから委託を受けて、県、仙台市及び生衛組

合等を構成員とする衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催し、行動計画の策定、取り組むべ

き課題等について意見交換するほか、ホームページ、ＤＭ等を通じた広報活動及び生衛組合活性

化塾を開催するなど、その普及啓発を図る。

② 健康増進法が改正され、令和２年４月から原則、屋内禁煙が義務化されたことに伴い、生衛業

者（一人親方）が行う受動喫煙防止対策費用の一部を全国センターが助成する事業の周知、受付

事務を実施する。

⑶ 生活衛生関係営業生産性向上対応事業

     生活衛生関係営業デジタル化推進事業

生衛業のデジタル化を推進するため、キャッシュレス決済、ＰＯＳレジ、生成ＡＩ活用、顧客デ

ータベースなど各種メニューの導入・活用を進め、事業の効率化・高付加価値化等を図ることを目

的として、地域デジタル相談員の育成や生衛業者のデジタル化のモデル事業を実施する。
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７ 宮城県受託事業

  ⑴ 一般貸付推薦事務

    宮城県からの委託を受けて、生衛組合に未加入の生衛業者が日本政策金融公庫に設備資金の融資

の申込みを行う際に必要な「推薦書交付」事務を実施する。

  ⑵ 経営特別相談員養成講座

    宮城県からの委託を受けて生活衛生営業経営特別相談員を養成する講習会を実施する。

８ 標準営業約款登録事業

    理容業、美容業、クリーニング業、麺類飲食業等の関係する組合と連携し、登録促進と利用者・

消費者への普及を図る。

９ クリーニング師研修等事業

    行政機関等の支援を得ながら、クリーニング業法に基づく研修会等を開催する。

⑴ クリーニング師研修（２回）

          実施時期 ７月から１１月

     実施場所 仙台市（１回）、大崎市（１回）

⑵ クリーニング業務従事者講習（２回）

          実施時期 ７月から１１月

     実施場所 仙台市（１回）、大崎市（１回）

Ⅱ 収益事業等会計

１ 表彰事業

   生活衛生同業組合や生活衛生関係営業の発展向上に貢献した功労者を表彰する式典を県と共催で開

催する。

２ 生活衛生関係営業振興対策事業

   平成１１年度に廃止された｢特別地方消費税｣の見返りに措置された地方交付税を財源に、平成  １

２年度から、県単独の補助制度として開始された事業で、生活衛生関係営業の振興のため、消費者サ

ービスの向上と需要開拓等を推進することを目的に、各生衛組合及び公衆浴場事業者が実施する各種

の事業を支援する。

３ 生活衛生同業組合加入の促進

全国生活衛生同業組合中央会や各生活衛生同業組合連合会等が、窮状打開のため生衛業界挙げて取

り組んでいる組合組織強化運動とも緊密に連携し、窓口相談者や新規開設者等を対象に、組合加入の

推奨を積極的に進める。

Ⅲ 法人会計

  関係法令や定款に則り、理事会及び評議員会を開催するなど、公益財団法人を適正に運営する。


